
 

 

 パルティせと市民交流センター条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

△△令和７年１２月２２日 

瀬戸市長△川 本 雅 之  

瀬戸市条例第４３号 

△△△パルティせと市民交流センター条例の一部を改正する条例 

△パルティせと市民交流センター条例（平成１６年瀬戸市条例第２１号）

の一部を次のように改正する。 

△次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （開館時間） 

第３条 市民交流センターの開館時間は、次の各

号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定め

る時間とする。 

⑴ 情報ライブラリー 午前９時から午後８時

まで 

⑵ 前号に掲げる施設以外の施設 午前８時３

０分から午後９時３０分まで 

２ ＜省略＞ 

（開館時間） 

第３条 市民交流センターの開館時間は、午前８

時３０分から午後９時３０分までとする。 

 

 

 

 

 

２ ＜省略＞ 

（休館日） 

第４条 市民交流センターの休館日は、次のとお

りとする。 

 

⑴ １月１日から同月４日まで及び１２月２８

日から同月３１日まで 

⑵ 月曜日（この日が国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日に当たるときは、その翌日以降において、

その日に最も近い日で同法に規定する休日で

ない日とする。）（情報ライブラリーに限る 

（休館日） 

第４条 市民交流センターの休館日は、１月１日

から同月４日まで及び１２月２８日から同月３

１日までとする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 。） 

２ ＜省略＞ 

 

２ ＜省略＞ 
  

   附△則 

 この条例は、令和８年９月１日から施行する。 

 


